
第３部 計画の推進 

 

男女共同参画社会の形成を図るためには、第１部に述べたような考え方を踏まえながら、第２部

において述べた広範かつ多岐にわたる取組を展開することが必要である。これらの取組を整合性を

もって、総合的かつ効率的に推進するためには、そのための体制を整備し、国民的な広がりをもっ

て社会のあらゆる分野での取組を進めることが必要である。 

国の取組はもとより、地方公共団体、女性団体、民間企業、経営者団体、労働団体、マスメディ

アその他の機関・団体、更には、老若男女を問わずすべての国民が、必要に応じて有機的な連携を

保ちつつ、それぞれの立場で自主的に取組を展開することが期待される。 

その際、国、地方公共団体とＮＧＯとの対等な協調関係を確立するとの観点に立って、ＩＴ（情

報通信技術）等の活用により、情報を相互に共有することができるよう、国内本部機構を軸とした

ネットワークの形成を図ることが重要である。 

このため、以下の通り、本計画を総合的かつ効果的に推進するための方策を講ずるとともに、そ

のために必要な推進体制の整備・強化に努める。 

 

１．国内本部機構の組織・機能等の拡充強化 

第２部で記述した取組は様々な分野にまたがっており、男女共同参画社会の形成のための取組を

総合的かつ効率的に推進するためには、その基盤となる国内本部機構の組織・機能の整備・強化が

重要である。中央省庁等改革によって男女共同参画社会の形成の促進のための体制が強化されたが、

その機能を最大限に発揮するため、その的確な運用を図る。 

 

（１）男女共同参画会議の機能発揮 

・男女共同参画会議の機能発揮

内閣府に置かれ、内閣官房長官が議長である男女共同参画会議が、国内本部機構の重要な機関と

して、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項の調査審

議等に関して、専門調査会等を活用するなど、その機能を最大限に発揮するよう努める。その際、

男女共同参画に識見の高い学識経験者や女性団体などの国民の幅広い意見が会議に十分反映され

るよう努める。 

・男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況の監視

男女共同参画基本計画を実効性あるものとして総合的に推進していくために、男女共同参画会議

においては、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況の監視を行っている。同計画

に基づく施策についても、内閣府を含む関係府省の協力の下、男女共同参画に係る専門家及び各分

野の専門家の知見も活用しつつ、効果的かつ的確に監視を行う。また、その監視の結果については

広く公表し、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況について広く国民に明らかに

する。 

・政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響についての調査

男女共同参画会議は、広範多岐にわたる政府の施策が男女共同参画社会の形成に配慮して企画・

立案、実施されることを目的として、政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響について、

引き続き調査（以下「男女共同参画影響調査」という。）を行う。調査は、その対象となる施策分

野や男女共同参画に係る専門家の知見を活用しつつ、内閣府及び、施策の企画・立案、実施の主体

である各府省との緊密な連携の下に実施する。実効性ある調査を実施するために、事例研究を進め、

効果的な調査手法を開発する。男女共同参画影響調査の結果については、今後の施策の企画・立案、

実施の参考として活用する。また、調査結果は広く国民に公表する。 

さらに、男女共同参画影響調査に対する理解を深めるために、施策の企画・立案、実施の主体で

ある各府省職員の幅広い参加を得た研修等を実施する。 

 

（２）総合的な推進体制の整備・強化等 

・施策の総合的推進、フォローアップ等

 本計画に基づき、関係行政機関が緊密な連携を保ちつつ、総合的見地から整合性のある諸施策を
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推進する。 

 我が国の男女共同参画の現状、課題について常時把握し、施策への反映を図る。本計画は、国際

社会における取組の動向、我が国の経済・社会情勢の変化等に対応するため、必要に応じ見直す。 

・年次報告等の作成

 男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

についての報告及び男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を毎年作成し、国会に提出する。 

・行政職員の研修機会等の充実

行政に携わるすべての国の職員が女性の人権に対する認識を高め男女平等の視点を養うことが

できるように、男女共同参画に関する手引書等の作成・活用を図るとともに、研修機会や情報提供

の充実を図る。 

・男女共同参画推進本部及び男女共同参画担当官会議の機動的開催等

男女共同参画に関する関係府省の施策の一体的な推進を期すため、男女共同参画推進本部及び男

女共同参画担当官会議を機動的に開催する。各府省においてその所管に係る施策について所要の調

整を行う男女共同参画担当官は、あらゆる機会をとらえて相互の情報交換に努め、その活動の一層

の活性化を図る。 

・男女共同参画推進本部担当部署の充実等

国内本部機構が全体として有効に機能するよう、各府省における男女共同参画推進本部担当部署

の明確化やその機能の充実を図るとともに、関係府省による連絡会議の定期的な開催などにより、

これら行政機関相互の緊密な連携を確保する。 

また、これらの男女共同参画推進本部担当部署が各府省の施策の企画・立案に積極的に関与し、

当該施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を把握することを通じ、男女共同参画社会の形成

に直接・間接に影響を及ぼすあらゆる施策へ男女平等の視点を反映させるように努める。同時に、

政府の策定する各種の計画に男女共同参画社会の形成に関する施策を適切に位置付け、国の行政全

体を通じた男女共同参画社会の形成の促進を図る。 

・国際機関、諸外国の国内本部機構との連携・協力の強化等

男女共同参画社会の形成に関する各種国際会議への出席、相互交流、インターネット等を活用し

た情報交換などを通じて、男女共同参画社会の実現に向けた我が国の取組やその成果について積極

的に海外へ発信する。それとともに、国連諸機関や経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）をはじめとする

国際機関、諸外国の国内本部機構との連携・協力に努める。その際、地域的な近接性や文化的背景

の共通性などから、アジア太平洋地域との連携に留意して相互交流の機会を充実させる。具体的に

は、国連アジア太平洋地域経済社会委員会（ＥＳＣＡＰ）、アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）が

主催する各種会合への積極的な貢献に努める。また、国際的な動向に関連して、欧州評議会等の地

域機関における活動に積極的に参画する。 

また、我が国と共通の課題を持つ、世界各国の男女共同参画分野における有識者との交流を図る。 

・苦情の処理等のための、行政相談委員、人権擁護委員等の積極的活用

政府の施策についての苦情の処理及び人権が侵害された場合における被害者の救済（以下「苦情

の処理等」という。）については、行政相談委員を含む行政相談制度、人権擁護委員を含む人権擁

護機関等既存の制度の積極的な活用により、その機能の充実を図る。その際、行政相談委員、人権

擁護委員について女性への積極的な委嘱に配慮するとともに、男女共同参画に関する認識を高める

ための研修、情報提供等の充実を図る。また、苦情の処理等に当たっては、国は、地方公共団体の

男女共同参画担当部署等との緊密な連携を図る。 

・男女共同参画関連予算の取りまとめ

各年度において、男女共同参画の推進に関連した予算額を取りまとめる。取りまとめにあたって

は、男女共同参画の推進の見地から当面特に留意すべき事項と、それ以外の事項に区分して行う。 

 

２．国の地方公共団体、ＮＰＯ、ＮＧＯに対する支援、国民の理解を深めるための取組の強化 

男女共同参画社会の形成は、我が国社会の在り方を変えていくことであり、国のみならず地方公

共団体、ＮＰＯ、ＮＧＯの取組が重要である。 
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地方分権が推進される中で、男女共同参画社会の形成に住民に身近な地方公共団体が果たす役割

はますます大きくなっていくと考えられる。地方公共団体のすべての職員が男女共同参画の理念を

理解することが求められているが、取り分け首長の理解が、その実現に大きな影響をもたらすこと

を認識する必要がある。国として地方公共団体の主体的な取組に対して積極的な支援を行う。 

また、男女共同参画社会の形成にＮＰＯ、ＮＧＯが果たしてきた役割は大きく、国際的な場での

活躍も含め今後もその取組が期待される。国としてもＮＰＯ、ＮＧＯの自主性を重んじつつ可能な

支援を進める。特に、平成 10 年に制定された特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）において特定非

営利活動の一つに位置付けられている男女共同参画社会の形成の促進を図る活動を行っているＮ

ＰＯとの連携を強化する。 

・地方公共団体との連携の強化

都道府県に対しては、関連施策の着実な一層の推進、市町村への働きかけ等のために、情報提供、

研修機会の提供を行うとともに、広報・啓発等について一層の連携強化を図る。 

市町村に対しては、推進体制の整備充実、関連施策の着実な一層の推進のため、情報提供、研修

機会の提供、広報・啓発等について一層の連携強化を図る。 

地方公共団体の首長に対して、全国知事会、全国市長会、全国町村会等を通じて、男女共同参画

社会への理解が深まるような働きかけを行う。 

地方公共団体に対して、男女共同参画社会基本法に基づく都道府県男女共同参画計画及び市町村

男女共同参画計画の策定に当たって、情報提供を行う。取り分け、市町村に対しては、計画の策定

に資するよう、参考となる資料を作成、提供し、その支援を図る。 

地方公共団体が男女共同参画社会の形成の促進に関する条例を制定しようとする場合、必要に応

じ、他の地方公共団体の状況を含め、適切な情報提供を行う。 

また、地方分権が推進される中、地方公共団体において、地域の特色をいかした先進的な取組を

行っている例も多いことから、これらについて積極的な情報収集・提供を行う。 

都道府県・政令指定都市の自主的な取組を支援するため、各界・各層の国民、民間団体、行政機

関関係者が一堂に会する連携の場を設け、地域における男女共同参画社会の形成に向けての気運を

広く醸成する。 

男女共同参画宣言都市奨励事業の実施などを通じて、「男女共同参画宣言都市」となることを宣

言する市町村に対する支援を行うとともに、全国男女共同参画宣言都市サミットなどの開催を通じ

て、内閣府と男女共同参画宣言都市等との連携を一層深める。 

・男女共同参画社会の実現に向けた活動の拠点施設の充実

公私立の女性センター・男女共同参画センター等は、男女共同参画社会の実現に向けた活動の拠

点施設として、男女共同参画に関する情報提供、女性グループ、団体の自主的活動の場の提供、相

談、調査研究等多様な機能を果たしている。人材の育成や効果的な事業の展開を通じ、これらの拠

点が一層充実し、男女共同参画社会基本法の理念に則した運営と有機的な連携が図られるよう支援

する。 

独立行政法人国立女性教育会館は、我が国唯一の女性教育のナショナルセンターとして、①拠点

施設を支える人材の育成・研修、②調査・研究に基づく先導的な学習プログラムの開発・提供、③

国内外の統計データその他必要な情報の提供、④全国各地の拠点の間の交流の促進などを通じて、

地域との連携を図りつつ、女性教育の推進に一層努めていく必要がある。 

・ＮＰＯ、ＮＧＯとの連携の強化

男女共同参画社会の実現に向けて、様々な分野で独自の視点に立って自主的な活動を展開するＮ

ＰＯ、ＮＧＯの果たす役割は極めて大きい。このため、両者の間の情報の共有を一層推進する。そ

の際、こうした取組にＮＰＯ、ＮＧＯの意見を反映させ、また、市町村や地域で活動する小規模な

ＮＰＯ、ＮＧＯであっても情報を入手し発信できるように配慮する。 

また、男女共同参画推進連携会議（えがりてネットワーク）など、ＮＰＯ、ＮＧＯ間相互の交流

や情報交換等のネットワークづくりを引き続き支援する。 

・男女共同参画社会の実現に向けた気運醸成

国・地方公共団体・ＮＰＯ・ＮＧＯ等が有機的に連携して、「男女共同参画社会づくりに向けて

の全国会議」の開催などを通じて、男女共同参画社会の実現に向けて、国民各界・各層で様々な取
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組が行われるよう気運醸成を図る。 

国民が男女共同参画社会基本法の目的や基本理念に関する理解を深めたるめ、男女共同参画社会

基本法の公布・施行日（平成 11 年６月 23 日）を踏まえて定められた「男女共同参画週間」におい

て、広報活動、顕彰、会議等を実施する。 

 

３．女性のチャレンジ支援 

様々な分野における、女性が政策・方針決定過程に参画し、活躍することを目指す「上へのチャ

レンジ」、従来女性が少なかった分野に新たな活躍の場を広げる「横へのチャレンジ」、子育てや介

護等でいったん仕事を中断した女性の「再チャレンジ」を推進し、女性の新しい発想や多様な能力

の活用により、女性が活躍し、男性もゆとりのある生き方を目指す、暮らしの構造改革を実現する

ための総合的な支援策を講じる。このため、チャレンジしたい女性が必要な情報をいつでもどこで

も入手することができるよう、情報提供システムや人的ネットワークを構築する。 

・様々な分野において、女性が希望を持って未来にチャレンジできるよう、身近なチャレンジモデ

ルを提示し、一人一人が具体的に自分に合ったチャレンジをイメージし、選択できるようにする。 

・いつでも、どこでも、誰でもチャレンジしたいときに、女性がチャレンジできる環境が重要であ

り、情報の一元化や関係機関のネットワーク化による、ワンストップ・サービス等を提供する環

境を構築するための取組を行う。このため、女性センター・男女共同参画センター等がネットワ

ークの拠点施設として、チャレンジ支援策に関する情報提供や相談を行うワンストップ・サービ

スを提供できるよう、都道府県や拠点施設への支援を行う。 

・人材育成の観点から、女性若年層に対するチャレンジ支援を推進する。また、地域の活性化のた

め、女性の活躍による地域づくりの好事例の普及等を行う。 

・女性のチャレンジの実態を把握するための指標の開発と普及を行う。 
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